
定款の一部改正新旧対照表

新 旧

（目的） （目的）

第２条 当社は、次の事業を営むことを目的とす

る。

第２条 当社は、次の事業を営むことを目的とす

る。

（１） （略） （１） （略）

（２） 金融商品の取引（取引所金融商品市場

における取引を除く。）の当事者を識別する

ための番号を指定する業務

（新設）

（３） 前２号に附帯する業務 （２） 前号に附帯する業務

２ （略） ２ （略）

付  則

この改正規定は、平成２６年８月１日から施行

する。


